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子宮頸がん・乳がん検診の
受診期間が残りわずかです！

　受診期間を過ぎると市の助成を受けることができません。
受診がまだお済でない方は、早めのご予約・ご受診をお願い
します。

子宮頸がん・乳がん検診：令和4年1月31日まで
※ 子宮頸がんは20歳以上、乳がん検診は40歳以上で、どち

らも前年度受診券を使用していない方が対象です。

市の助成でお得に受診ができます！
〈子宮頸がん検診〉約7,000円　→　1,750円
〈乳 が ん 検 診〉約5,000円　→　1,860円

　詳しくは、受診券の同封チラシをご覧いただくか、保健相
談センターまでお問い合わせください。

問 保健相談センター　☎８９８-５５８３

ＳＴＥＰ１　医療機関に電話で予約する

ＳＴＥＰ２　受診する

ＳＴＥＰ３　結果を確認する

受診はとってもカンタン♡
必
ず
受
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し
ま
し
ょ
う

医療機関情報はコチラ▶

～通いの場・サークルの代表者向け～
介護や生活習慣病の予防のために
『通いの健康教室』を開催してみませんか
　月に1回、管理栄養士や理学療法士などの専門職が皆さ
まのもとへ出張し、介護予防のための栄養のお話や、ご自宅
で出来る運動について実践します。教室の内容は要望に応じ
て対応できる、オーダーメイド形式となります。
　いつまでも元気でいるために身体と心を元気に保つ方法
を、仲間と一緒に楽しく学んで実践しましょう！

対象　・65歳以上
　　　・ 市内で活動している、通いの場やサークルなどの団

体（5名以上）
日時　10月～2月、毎月1回・30分をめやすに実施します。
　　　日時の詳細はご相談の上調整。
場所　各自、会場のご用意をお願いします。
費用　無料
申込期間　10月1日（金）～11月30日（火）
※ 窓口または電話で受付後、申込書のご記入が必要となり

ます。応募多数の場合は、先着順となります。

　教室の内容やお申し込みについて、ご質問や気になる点が
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期または中
止となる可能性もありますので、ご了承ください。

問 介護長寿課　内線４１０２

令和3年度　年末たすけあい募金配分　
～つながり　ささえあう　みんなの地域づくり～
新入学用品等支援助成事業のお知らせ

　新入学の時期にあたり、経済的理由から学用品等の準備が難しい世帯に対し、
ランドセル・制服の購入費用の一部を助成し、児童が明るく、楽しい学校生活が
迎えられるよう支援します。

対象世帯　
市内に在住し住所（住民票）を有する市県民税非課税世帯で、経済的理由から生活に困窮しており、「ランドセル」および「制
服」の購入が難しい世帯です。新入学は、下記の要件に該当する世帯です。
（１）ランドセル購入一部助成（対象：小学校入学）
　　 令和4年4月に宜野湾市内の小学校、市外の特別支援学校小学部に入学する新1年生。
（２）学生服購入一部助成（対象：中学校入学）
　　 令和4年4月に宜野湾市内の中学校、市外の特別支援学校中学部に入学する新1年生。
※生活保護を受給している世帯および祖父母など身内の支援を受けられる世帯は対象外とします。
助成金額　上限（一人）7,000円
※ この事業は、「年末たすけあい募金」の配分事業として、市民の皆さまの寄附（募金）により実施しています。募金の実績およ

び申込件数により助成額は減額となる場合があります。
申込期間　11月1日（月）～12月24日（金）　9：00～17：00　※土日、祝日はお休み
申込方法　
申請書にご記入の上、期間内に宜野湾市社会福祉協議会へ直接または、郵送にてお申し込みください。
※ 転入等により、申告を他市町村で行った方は、市県民税所得証明書【令和3年度（令和2年度）】と申請書を併せてご提出く

ださい。
決定および支給方法　
決定の可否については、通知書送付にてお知らせします。（2月下旬予定）
助成金の支給は、口座振替といたします。
申 問 宜野湾市社会福祉協議会　☎８９２-６５２５
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「児童虐待」とは？「児童虐待」とは？

沖縄県警察・沖縄県交通安全協会連合会　問い合わせ　市民生活課　内線2523

【身体的虐待】

【心理的虐待】

【ネグレクト】

【 性 的 虐 待 】

タバコやライターの火を押し付け
る、熱湯をかける、外に締め出す、
強く揺さぶる、殴る　等

☆「しつけ」について、子どもの立場で考える事が大切です(子ども
の年齢や能力、常識の範囲を超えるような叱り方ではないか、保護
者の感情をぶつけていないか等)。時に取り返しのつかない事件や
事故を引き起こしてしまいます。

▶虐待通報の内容や通報者に関する秘密は守られます！
　児童虐待の通告(通報)は、法律で課せられた国民の義務となっています。万が一、内容が間違いであったとしても、責任が問われることはあ
りません。また、通報者の情報を漏らすこともありません。安心してご連絡ください。貴方の気づき・勇気ある通報が、子どもたち、子育てに悩
んでいる保護者への支援に繋がります。
▶通報の3つのポイント
　①子どもの泣き声が気になる。　　②不自然なアザがある子、不衛生な環境で養育されている子がいる。
　③子育てに疲れ、養育に困っている親や養育者がいる。

■宜野湾市要保護児童対策地域協議会　児童家庭課(家庭児童相談室)　☎893-4643(直通)（月～金8：30～17：15）
■沖縄県コザ児童相談所　　　　　　☎937-0859（月～金8：30～17：15）
■宜野湾警察署　　　　　　　　　　☎898-0110
■おきなわ子ども虐待ホットライン　☎886-2900《月～金／17：15～翌8：30、土日・祝祭日／終日受付》
■児童相談所全国共通3桁ダイヤル　 ☎189（いちはやく）

歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道に近づいたら、その手前で停止できるような速度で
進行しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【道路交通法第38条第1項の要旨】

めざせ交通安全都市 〜ひとり一人が交通マナーアップ〜

横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等がある場合は、車を横断歩道の手前で一時停止させ、
その通行を妨げないようにしなければならない。　　　　　　　　　　　　【道路交通法第38条1項の要旨】

子どもの面前で家族に対する暴力
や夫婦喧嘩、無視、不安や恐怖を与
える言動　等

適切な食事を与えない、車の中に
放置する、家に残して外出する、病
院や歯医者に連れて行かない　等

性的な動画や静止画をみせる、子
どもへの性交、性的行為の強要、性
器や性交を見せる　等

11月は「児童虐待防止推進月間」です！
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横断歩道等横断歩道等におけるにおける歩行者等歩行者等のの優先優先についてについて


